
６
月
は
暴
走
族
追
放
強
調
月
間

暴
走
を
「
し
な
い
」「
さ
せ
な
い
」

「
見
に
行
か
な
い
」

～
暴
走
族
　
な
く
し
て
住
み
よ
い

　
ま
ち
づ
く
り
～

　
暴
走
族
は
、
暴
走
行
為
の
ほ
か

悪
質
な
犯
罪
行
為
を
引
き
起
こ
す

な
ど
、
少
年
非
行
の
悪
化
の
大
き

な
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
県
警
察
・
県
・
県
民
・
事
業
者
・

市
町
村
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
、

暴
走
族
の
い
な
い
ま
ち
づ
く
り
を

推
進
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

▼
生
涯
学
習
課

☎
23‐３
６
３
５

22‐３
８
１
１

平
成
29
年
度
教
科
書
展
示
会

日
時
：
６
月
９
日
（
金
）
～
７
月

３
日
（
月
）、
午
前
９
時
～
午
後

４
時　

※
日
曜
日
を
除
く　

場

所
：
豊
橋
市
教
育
会
館
（
ラ
イ
フ

ポ
ー
ト
と
よ
は
し
内
）　

内
容
：

内
に
あ
る
方
。
ま
た
は
、
か
つ
て

保
健
分
野
な
ど
の
業
務
に
従
事

し
、
現
在
、
県
内
在
住
の
方　
試

験
日
：
10
月
８
日（
日
）　
試
験
案

内
・
願
書
の
配
布
期
間
／
場
所
：

６
月
６
日（
火
）～
７
月
12
日（
水
）

／
高
齢
福
祉
課
、
赤
羽
根
市
民
セ

ン
タ
ー
、
渥
美
支
所 

願
書
受
付

期
間
：
６
月
13
日（
火
）～
７
月
12

日（
水
）

▼
愛
知
県
社
会
福
祉
協
議
会
福
祉

人
材
セ
ン
タ
ー

☎（
０
５
２
）２
１
２‐５
５
３
０

ペ
ッ
ト
は
正
し
く
飼
い
ま
し

ょ
う　
　
　

１
０
０
３
６
７
２

▪
犬
の
放
し
飼
い
は
ダ
メ
！

放
し
飼
い
の
犬
が
子
ど
も
を
追

い
か
け
ケ
ガ
を
さ
せ
た
り
、
犬

自
身
が
交
通
事
故
に
遭
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
鎖
な
ど
で
つ
な
い

で
飼
い
ま
し
ょ
う
。

小
・
中
学
校
、
高
等
学
校
用
教
科

書
見
本
の
展
示　
主
催
：
愛
知
県

教
育
委
員
会

▼
学
校
教
育
課

☎
23‐３
６
７
９

22‐３
８
１
１

発
達
が
気
に
な
る
お
子
さ
ん

の
早
期
教
育
相
談

対
象
：
原
則
、幼
児
期
か
ら
就
学

前
ま
で
の
幼
児
お
よ
び
そ
の
保
護

者　

日
時
：
７
月
31
日（
月
）・
８

月
１
日（
火
）
／
午
前
10
時
～
午

後
３
時
25
分
（
要
予
約
）
場
所
：

東
三
河
県
庁　
相
談
料
：
無
料　

申
込
：
７
月
４
日（
火
）
ま
で
に

電
話
に
て　
主
催
：
愛
知
県
教
育

委
員
会

▼
学
校
教
育
課

☎
23‐３
６
７
９

22‐３
８
１
１

第
20
回
愛
知
県
介
護
支
援

専
門
員
実
務
研
修
受
講
試
験

１
０
０
４
０
７
５

対
象
：
次
の
要
件
を
い
ず
れ
も
満

た
す
方
①
保
健
・
医
療
・
福
祉
の

各
分
野
（
以
下
、「
保
健
分
野
な

ど
」）
で
合
計
５
年
以
上
（
一
部

の
対
象
者
は
10
年
以
上
）
の
実
務

経
験
が
あ
る
方
②
保
健
分
野
な
ど

の
業
務
に
従
事
し
、
勤
務
地
が
県

▪
猫
は
室
内
飼
育
に

室
内
飼
育
を
す
る
こ
と
で
、
交

通
事
故
や
感
染
症
の
予
防
が
で

き
ま
す
。
ま
た
、
近
所
迷
惑
の

予
防
も
で
き
ま
す
。

▪
フ
ン
の
後
始
末
を
し
っ
か
り
と

散
歩
中
の
犬
の
フ
ン
や
飼
育
し

て
い
る
猫
の
フ
ン
は
、
放
置
せ

ず
に
必
ず
処
理
し
ま
し
ょ
う
。

処
理
後
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
の
投
棄

も
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。

▪
ペ
ッ
ト
は
終
生
飼
育
を

家
族
の
一
員
と
し
て
、
ペ
ッ
ト

の
生
涯
飼
育
は
飼
い
主
の
責
任

で
す
。
ペ
ッ
ト
を
捨
て
る
と
、

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す

る
法
律
に
よ
り
１
０
０
万
円
以

下
の
罰
金
に
処
せ
ら
れ
ま
す
。

飼
い
続
け
る
こ
と
が
無
理
な
場

合
は
、
新
し
い
飼
い
主
を
探
し

ま
し
ょ
う
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐７
４
０
１

23‐１
８
３
２

家
庭
系
ご
み
有
料
化
指
定
ご

み
袋
取
扱
店
の
募
集
に
関
す

る
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

１
０
０
４
９
２
６

　
平
成
30
年
２
月
か
ら
家
庭
系
ご

み
有
料
化
の
実
施
に
伴
い
、
市
が

指
定
す
る
有
料
ご
み
袋
を
販
売
し

て
い
た
だ
く
指
定

ご
み
袋
取
扱
店
を

募
集
し
ま
す
。
説

明
会
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

対
象
：
①
市
内
お
よ
び
近
隣
市
内

で
小
売
業
を
営
む
方
②
市
が
適

当
と
認
め
る
市
内
に
事
務
所
を
有

す
る
地
域
コ
ミ
ュニ
テ
ィ
団
体　

日

時
：【
Ａ
日
程
】
６
月
22
日
（
木
）

午
後
２
時
～【
Ｂ
日
程
】６
月
23
日

（
金
）午
後
７
時
～　

場
所
：
市

役
所
講
堂　
申
込
：
廃
棄
物
対
策

課
、
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
申
込
書
に
必
要

事
項
を
記
入
の
上
、
直
接
・
Ｆ
Ａ
Ｘ

に
て▼

廃
棄
物
対
策
課

☎
23‐３
５
３
８

23‐１
８
３
２
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